
一

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱

一

国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
地
域

１

国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
地
域
の
指
定
要
件
と
し
て
、
国
際
物
流
拠
点
と
幹
線
道
路
で
接
続
す
る
市
等
が
含
ま
れ
る
こ

と
を
明
記
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
二
条
第
一
項
関
係
）

２

税
関
、
検
疫
機
関
等
に
係
る
業
務
を
需
要
に
即
し
て
機
動
的
に
行
う
体
制
の
整
備
等
に
関
す
る
国
の
努
力
義
務
の
規
定

を
設
け
る
こ
と
。
（
第
五
十
二
条
関
係
）

二

農
林
水
産
業
の
振
興

漁
業
者
が
安
全
に
か
つ
安
心
し
て
水
産
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
巡
視
警
戒
の
強
化
等
に
関
す
る
国

の
努
力
義
務
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
六
十
二
条
関
係
）

三

雇
用
の
促
進
、
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
職
業
の
安
定
の
た
め
の
特
別
措
置

観
光
等
の
産
業
の
振
興
の
た
め
に
必
要
な
分
野
に
お
け
る
高
度
な
知
識
又
は
技
術
を
有
す
る
人
材
の
育
成
及
び
確
保
並
び

に
起
業
を
志
望
す
る
者
へ
の
支
援
に
関
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
努
力
義
務
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
八
十
三
条
の
二
関
係
）



二

四

地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置

景
観
地
区
又
は
準
景
観
地
区
の
区
域
内
に
お
け
る
建
物
の
新
築
等
に
関
し
固
定
資
産
税
を
免
除
し
、
又
は
地
方
税
に
係
る

不
均
一
課
税
を
し
た
場
合
に
、
そ
の
減
収
分
を
補
塡
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
八
十
四
条
の
三
関
係
）

五

自
然
環
境
の
保
全
及
び
再
生

自
然
環
境
の
保
全
及
び
再
生
に
資
す
る
生
態
系
の
維
持
又
は
回
復
等
に
関
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
努
力
義
務
の
規

定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
八
十
四
条
の
四
関
係
）

六

障
害
を
有
す
る
青
少
年
等
に
対
す
る
修
学
又
は
就
業
の
支
援

青
少
年
で
あ
っ
て
障
害
を
有
す
る
も
の
そ
の
他
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
困
難
を
有
す
る
も
の
の
修
学
又
は
就
業
を

支
援
す
る
た
め
の
援
助
の
実
施
に
関
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
努
力
義
務
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
八
十
四
条
の
五
第
二
項
関
係
）

七

沖
縄
の
均
衡
あ
る
発
展
の
た
め
の
特
別
措
置

１

無
医
地
区
以
外
の
医
療
過
疎
地
区
に
お
け
る
医
療
の
充
実
に
関
す
る
配
慮
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
八
十
九
条
第
八
項
関
係
）



三

２

離
島
に
住
所
を
有
す
る
妊
産
婦
で
そ
の
区
域
外
の
病
院
等
に
お
い
て
健
康
診
査
を
受
け
又
は
出
産
す
る
も
の
に
係
る
補

助
制
度
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
八
十
九
条
の
二
関
係
）

３

本
土
と
同
等
の
条
件
で
の
人
の
往
来
又
は
物
資
の
流
通
を
確
保
す
る
た
め
の
離
島
航
路
航
空
路
事
業
に
係
る
補
助
制
度

を
設
け
る
こ
と
。
（
第
九
十
条
の
二
関
係
）

４

新
た
な
公
共
交
通
機
関
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
検
討
の
対
象
と
し
て
、｢

鉄
道｣

及
び
「
軌
道
」
の｢

整
備｣

を

明
記
す
る
こ
と
。
（
第
九
十
一
条
第
二
項
関
係
）

５

離
島
の
区
域
外
の
高
等
学
校
に
進
学
し
た
生
徒
の
保
護
者
に
係
る
補
助
制
度
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
九
十
二
条
の
二
関
係
）

八

沖
縄
振
興
の
基
盤
の
整
備
の
た
め
の
特
別
措
置

１

沖
縄
振
興
交
付
金
事
業
計
画
に
係
る
沖
縄
の
振
興
の
基
盤
と
な
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
沖
縄
振
興

計
画
に
基
く
事
業
の
う
ち
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
全
部
を
対
象
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
関
係
）

２

沖
縄
の
振
興
に
資
す
る
事
業
に
充
て
る
沖
縄
振
興
交
付
金
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
設
置
す
る
基
金
へ
の
積
立
て
を
可
能



四

と
す
る
こ
と
。
（
第
百
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
百
五
条
の
四
関
係
）

３

国
が
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
が
自
ら
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
特
例
を
設
け
る
と
と

も
に
、
そ
の
場
合
の
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
（
第
百
五
条
の
五
及
び
第
百
五
条
の
六
関
係
）

九

不
発
弾
等
に
関
す
る
施
策
の
充
実

不
発
弾
等
の
処
理
の
促
進
を
図
る
た
め
、
そ
の
調
査
、
探
査
、
発
掘
、
除
去
等
に
関
す
る
施
策
の
充
実
に
関
す
る
配
慮
規

定
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
条
の
二
関
係
）

十

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
軽
減
措
置
の
期
間
の
延
長
を
、
「
三
年
」
か
ら
「
五
年
」
に
変
更
す
る
こ
と
。

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
関
係
）

２

所
有
者
不
明
土
地
の
実
態
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
必
要
な
法
制
上
の
措
置
に
関
す
る
規
定
を
設
け

る
こ
と
。
（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
項
関
係
）


